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(54)【発明の名称】 ワイヤの接続構造，及び内視鏡の湾曲操作ワイヤの接続構造

(57)【要約】
【課題】  ワイヤの接続部分の緩みを確実に防止可能な
ワイヤの接続構造及び内視鏡の湾曲操作ワイヤの接続構
造を提供すること。
【解決手段】  操作ワイヤ２の先端に連結されたナット
部材６と，湾曲ワイヤ４の先端に固着されたねじ部材１
２を螺合して接続する。ねじ部材１２は外面に断面形状
が非円形状の非円形部１４を有する。接続後，熱収縮チ
ューブ２０で接続部分を覆い，熱収縮チューブ２０を加
熱して収縮させる。熱収縮チューブ２０はナット部材６
とねじ部材１２の外周に密着して被覆し，非円形部１４
の外形に沿って収縮する。これにより，ねじ部材１２が
ワイヤの軸線の周りに回動するのを阻止でき，接続部分
のねじ込み締結が緩むのを防ぐことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１のワイヤと第２のワイヤとを接続す
るためのワイヤの接続構造であって，前記ワイヤのうち
の一方のワイヤに連結され，前記ワイヤの軸線方向を回
転軸方向とする第１のねじ部を有する第１の部材と，前
記ワイヤのうちの他方のワイヤに連結され，前記第１の
ねじ部に螺合する第２のねじ部と断面形状が非円形状で
ある非円形部とを有する第２の部材とを備え，前記第１
の部材及び前記第１の部材に螺合された前記第２の部材
の外周を熱収縮チューブで被覆する構成にしたことを特
徴とするワイヤの接続構造。
【請求項２】  内視鏡の挿入部に設けられた湾曲部を湾
曲操作するために，前記湾曲部から延在させたワイヤと
操作部側のワイヤとを接続する内視鏡の湾曲操作ワイヤ
の接続構造であって，前記ワイヤのうちの一方のワイヤ
に連結され，前記ワイヤの軸線方向を回転軸方向とする
第１のねじ部を有する第１の部材と，前記ワイヤのうち
の他方のワイヤに連結され，前記第１のねじ部に螺合す
る第２のねじ部と断面形状が非円形状である非円形部と
を有する第２の部材とを備え，前記第１の部材及び前記
第１の部材に螺合された前記第２の部材の外周を熱収縮
チューブで被覆する構成にしたことを特徴とする内視鏡
の湾曲操作ワイヤの接続構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，ワイヤの接続構
造，及び内視鏡の湾曲操作ワイヤの接続に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の挿入部に設けられた湾曲部を操
作するための操作機構では，一般に１組のワイヤの引張
操作によって湾曲部を操作する。この１組のワイヤは途
中で接続されており，通常，挿入部側からのワイヤと，
操作部湾曲レバーからのワイヤとが操作部内で接続され
ている。この接続構造は，従来では例えば，ワイヤをナ
ット部材に固定し，このナット部材に螺合するねじ部材
を他方のワイヤに固定し，ナット部材にねじ部材をねじ
込むことにより構成されている。そして，ナット部材と
ねじ部材の接続部分をレール部材に乗せ，カバー部材を
かけて操作部本体に組み込んでいる。この接続部分の固
定には，ねじ緩み止め剤が併用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら，分解，
調整等のことを考慮すると，この接続部分は永久的に固
着することはできず，ねじ緩み止め剤による接着も強固
にすることができない。そのため，接続後に接続部分に
緩みが生じるおそれがあり，この緩みを防止する手段が
望まれていた。
【０００４】実公平５－１０８０１号公報では，駆動ワ
イヤと操作ワイヤとの連結方法が開示されている。この
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方法では，スリットを設けた連結棒に一方のワイヤを固
着させ，他方のワイヤには抜け止めを固着させて，かか
る抜け止めを固着させたワイヤをスリット内に導き，か
かるスリット内で抜け止めを側方から押え板で押えた上
で，連結棒の周囲を全体に渡って熱収縮チューブにより
密着被覆させることにより駆動ワイヤと操作ワイヤとが
連結されている。
【０００５】しかし，かかる駆動ワイヤと操作ワイヤと
の連結方法では，ワイヤの長さの調整をするためには，
固着された部分を剥離して再固着しなければならない。
その点で，ワイヤ接続部分において，ネジ部材及びナッ
ト部材を螺合させる方がワイヤの長さの調整が容易であ
るが，かかるネジ部材及びナット部材の回転防止が必要
となる。しかし，実公平５－１０８０１号公報では，ワ
イヤ接続部分のネジ部材及びナット部材の回転による緩
みを防止するには至らない。
【０００６】本発明は，このような問題に鑑みてなされ
たもので，その目的とするところは，ワイヤの接続部分
の緩みを確実に防止可能なワイヤの接続構造及び内視鏡
の湾曲操作ワイヤの接続構造を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に，本発明は，第１のワイヤと第２のワイヤとを接続す
るためのワイヤの接続構造であって，前記ワイヤのうち
の一方のワイヤに連結され，前記ワイヤの軸線方向を回
転軸方向とする第１のねじ部を有する第１の部材と，前
記ワイヤのうちの他方のワイヤに連結され，前記第１の
ねじ部に螺合する第２のねじ部と断面形状が非円形状で
ある非円形部とを有する第２の部材とを備え，前記第１
の部材及び前記第１の部材に螺合された前記第２の部材
の外周を熱収縮チューブで被覆する構成にしたことを特
徴とするワイヤの接続構造を提供する。
【０００８】かかる構成によれば，外周を覆う熱収縮チ
ューブが非円形部の回動を阻止し，第１の部材と第２の
部材の螺合の緩みを防止できる。よって，ワイヤの接続
部分の緩みを防止することができる。
【０００９】本発明の別の観点によれば，内視鏡の挿入
部に設けられた湾曲部を湾曲操作するために，前記湾曲
部から延在させたワイヤと操作部側のワイヤとを接続す
る内視鏡の湾曲操作ワイヤの接続構造であって，前記ワ
イヤのうちの一方のワイヤに連結され，前記ワイヤの軸
線方向を回転軸方向とする第１のねじ部を有する第１の
部材と，前記ワイヤのうちの他方のワイヤに連結され，
前記第１のねじ部に螺合する第２のねじ部と断面形状が
非円形状である非円形部とを有する第２の部材とを備
え，前記第１の部材及び前記第１の部材に螺合された前
記第２の部材の外周を熱収縮チューブで被覆する構成に
したことを特徴とする内視鏡の湾曲操作ワイヤの接続構
造が提供される。
【００１０】かかる構成によれば，外周を覆う熱収縮チ
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ューブが非円形部の回動を阻止し，第１の部材と第２の
部材の螺合の緩みを防止できる。よって，ワイヤの接続
部分の緩みを防止することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下，図面に基づいて本発明の実
施の形態を詳細に説明する。なお，以下の説明及び添付
図面において，略同一の機能及び構成を有する構成要素
については，同一符号を付すことにより，重複説明を省
略する。図１は内視鏡の操作部の部分切開図であり，湾
曲レバー近傍の部分は透視図となっている。
【００１２】内視鏡の操作部１００内部には，挿入部
（不図示）の先端近傍の湾曲部を湾曲操作するためのワ
イヤが設けられている。ワイヤは，湾曲レバー１１０の
回転軸の周囲を巻回された操作ワイヤ２と，挿入部側か
らの湾曲ワイヤ４を１組として，両ワイヤの端部を操作
部１００内で接続している。この接続部分は熱収縮チュ
ーブ２０で覆われている。湾曲レバー１１０を回転させ
ると，その回転方向に応じた方向にワイヤが牽引され，
湾曲部を所定の方向に湾曲する。
【００１３】以下，図２を参照しながら本発明の実施の
形態にかかる内視鏡の湾曲操作ワイヤ接続構造につい
て，組立手順も含めて詳細に述べる。図２（ａ）は操作
ワイヤ２と湾曲ワイヤ４を接続する前の状態であり，図
２（ｄ）は両ワイヤを接続して組立作業が完了した後の
状態であり，図２（ｂ），（ｃ）はその間の状態を順に
示す。
【００１４】図２（ａ）は操作ワイヤ２と湾曲ワイヤ４
が接続される前の状態の断面図である。図２に示すよう
に操作ワイヤ２の端部はナット部材６の左端に内挿され
ている。ナット部材６内部の操作ワイヤ２の先端には抜
止部材５が固着されている。ナット部材６は，略筒形状
であり，抜止部材５を収容可能な内径を有する。ナット
部材６の一端の開口部の径は狭くなっており，操作ワイ
ヤ２は挿通可能であるが，抜止部材５は通ることができ
ない。かかる構成により，操作ワイヤ２はナット部材６
に連結され離脱することがない。
【００１５】操作ワイヤ２はナット部材６に対して回動
可能であり，軸方向への移動は図２（ａ）に示す状態で
は，右方向に可能である。また，ナット部材６には，右
端から所定の領域にわたり，その内壁にねじ溝が形成さ
れたねじ部８が設けられている。
【００１６】湾曲ワイヤ４の先端は半田９によりスリー
ブ１０に固着されている。スリーブ１０はねじ部材１２
に内挿されており，スリーブ１０はねじ部材１２に対し
て回動可能である。スリーブ１０の軸方向の長さははね
じ部材１２よりも長く，スリーブ１０の右端近傍はねじ
部材１２から突出している。このスリーブ１０の突出部
の外周にはねじ溝が形成されており，かかるねじ溝には
抜止部材１１が螺合している。また，スリーブ１０の左
端は段差を有し，拡径している。
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【００１７】操作ワイヤ２と湾曲ワイヤ４の接続をかか
る構成にすることにより，スリーブ１０のねじ部材１２
に対する軸方向への移動が規制され，湾曲ワイヤ４及び
スリーブ１０とねじ部材１２は連結され離脱することが
ない。
【００１８】ねじ部材１２は，外面にねじ溝が形成され
たねじ部１３と，非円形部１４を有する。ねじ部１３は
ナット部材６のねじ部８と螺合可能である。非円形部１
４の断面形状は非円形状であり，例えば，多角形状や，
円形の一部に突起を設けた形状，円形の一部に凹部を設
けたような形状をしている。
【００１９】図２（ａ）に示す状態において，図２
（ａ）では不図示の熱収縮チューブ２０を操作ワイヤ２
あるいは湾曲ワイヤ４に挿入しておく。そして，組み立
て作業を容易にするために，熱収縮チューブ２０はワイ
ヤ端部から離れた所に位置させておく。
【００２０】次に，図２（ｂ）に示すように，ナット部
材６のねじ部８と，ねじ部材１２のねじ部１３を螺合し
て，操作ワイヤ２と湾曲ワイヤ４を接続する。図２
（ｂ）は，両ワイヤを接続した状態の断面図である。
【００２１】操作ワイヤ２と湾曲ワイヤ４を接続後，図
２（ｃ）に示すように，熱収縮チューブ２０をかかる接
続部分にまで移動させる。図２（ｃ）は熱収縮チューブ
２０の断面と接続部分の側面を示し，すなわち，部分切
開図を示す。
【００２２】熱収縮チューブ２０は，加熱により径方向
に収縮する性質を有し，樹脂系の材質，例えばポリオレ
フィン，フッ素系ポリマー，熱可塑性エラストマー等を
主原料とすることができる。図２（ｃ）に示す状態は，
熱収縮チューブ２０は収縮していない状態である。
【００２３】次に，熱収縮チューブ２０を加熱して，図
２（ｄ）に示すように熱収縮チューブ２０を収縮させ
る。かかる状態では，収縮後の熱収縮チューブ２０はナ
ット部材６とねじ部材１２の外周に密着して被覆してい
る。すなわち，熱収縮チューブ２０は非円形部１４の外
形に沿って収縮しており，これによりねじ部材１２がワ
イヤの軸線の周りに回動するのを阻止できる。よって，
ナット部材６にねじこんだねじ部材１２が緩むのを防ぐ
ことができる。
【００２４】また，収縮後の熱収縮チューブ２０は，ナ
ット部材６端部近傍の操作ワイヤ２とねじ部材１２端部
近傍の湾曲ワイヤ４の外周も被覆しているが，固定はし
ていない。よって，操作ワイヤ２と湾曲ワイヤ４は熱収
縮チューブ２０により回動を拘束されることはなく，軸
の周りに自由に回動可能である。
【００２５】図２（ｄ）に示すように，操作ワイヤ２と
湾曲ワイヤ４を被覆している部分の熱収縮チューブ２０
の径は，ナット部材６及びねじ部材１２を被覆している
部分の熱収縮チューブ２０の径より小さい。したがっ
て，熱収縮チューブ２０がワイヤの軸線方向に移動する
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のを防ぐことができる。
【００２６】なお，接続部分を分解したい場合は，熱収
縮チューブ２０を刃物等で切開する。接続はねじ込み締
結のみによるものであるため，脱着は容易である。調整
等を行い，再度接続する場合は，上記と同様に熱収縮チ
ューブ２０を通し，ねじ込みにより接続し，熱収縮チュ
ーブ２０を加熱して収縮させればよい。
【００２７】本実施の形態によれば，以下に述べる多数
の効果が得られる。本実施の形態では，ねじ込みにより
締結，接続した後，非円形部を含む接続部材の外周を滅
収縮チューブで被覆するようにしている。この構成によ
り，ねじ込み締結が緩むのを確実に防止することができ
る。従来使用していたねじ緩み止め剤は不要である。
【００２８】また，分解，修理，再組立が容易であり，
作業の効率化を図ることができる。上記のような単純な
構成を採用することにより，従来用いていたレール部材
及びカバー部材が不要となるため，部品数を削減でき，
コストが低減でき，組立性が向上する。
【００２９】さらに，接続部分を熱収縮チューブという
樹脂系の部材で被覆することにより，接続部分が他の部
品に当接したとき，金属的な異音が発生するのを回避す
ることができる。
【００３０】なお，上記例では操作ワイヤにナット部材
を接続し，湾曲ワイヤにスリーブ及びねじ部材等を接続
したが，ワイヤと接続する部材の組合わせを逆にしても
よい。
【００３１】以上，添付図面を参照しながら本発明にか
かる好適な実施形態について説明したが，本発明はかか*
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*る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であ
れば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内
において，各種の変更例または修正例に想到し得ること
は明らかであり，それらについても当然に本発明の技術
的範囲に属するものと了解される。
【００３２】
【発明の効果】以上，詳細に説明したように本発明によ
れば，簡単な構造でワイヤの接続部分の緩みを確実に防
止可能な，ワイヤの接続構造及び内視鏡の湾曲操作ワイ
ヤの接続構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  内視鏡の操作部の部分切開図である。
【図２】  本発明の実施の形態に係る内視鏡の湾曲ワイ
ヤ接続構造を説明する図である。
【符号の説明】
２        操作ワイヤ
４        湾曲ワイヤ
５，１１        抜止部材
６        ナット部材
８，１３        ねじ部
９        半田
１０        スリーブ
１２        ねじ部材
１４        非円形部
２０        熱収縮チューブ
１００        操作部
１１０        湾曲レバー

【図１】
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